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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蓄電部と、
　前記蓄電部の使用に関する複数の温度領域毎の評価値を取得する評価値取得部と
　を有し、
　前記評価値取得部は、前記複数の温度領域毎の評価値を、前記温度領域毎における積算
時間に対して前記温度領域毎に設定される重み係数を乗じることにより取得し、
　低温領域および高温領域における前記重み係数が、他の温度領域の重み係数よりも大き
くなるように設定されており、
　複数の前記評価値を合計した合計評価値が、所定の閾値を超えた場合に、電極にかかる
負荷が小さくなるように前記蓄電部の使用条件が変更されるように構成され、
　前記評価値取得部は、前記合計評価値が前記所定の閾値を超えた場合に、前記低温領域
および前記高温領域のそれぞれに設定される重み係数を当初設定されていた値よりも小さ
くなるように再設定し、再設定後の重み係数を使用して、前記複数の温度領域毎の評価値
を取得する
　蓄電装置。
【請求項２】
　前記低温領域における積算時間は、前記蓄電部に対する充電時間を積算した時間である
　請求項１に記載の蓄電装置。
【請求項３】
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　前記高温領域における積算時間は、前記蓄電部が使用された時間である
　請求項１又は２に記載の蓄電装置。
【請求項４】
　前記合計評価値と閾値とを比較するように構成された
　請求項１から３までの何れかに記載の蓄電装置。
【請求項５】
　前記合計評価値を外部装置に出力する通信部を有する
　請求項１から４までの何れかに記載の蓄電装置。
【請求項６】
　前記合計評価値を記憶する記憶部を有する
　請求項１から５までの何れかに記載の蓄電装置。
【請求項７】
　蓄電部の使用に関する複数の温度領域毎の評価値を取得し、
　前記複数の温度領域毎の評価値を、前記温度領域毎における積算時間に対して前記温度
領域毎に設定される重み係数を乗じることにより取得し、
　低温領域および高温領域における前記重み係数が、他の温度領域の重み係数よりも大き
くなるように設定されており、
　複数の前記評価値を合計した合計評価値が、所定の閾値を超えた場合に、電極にかかる
負荷が小さくなるように前記蓄電部の使用条件を変更し、
　前記合計評価値が前記所定の閾値を超えた場合に、前記低温領域および前記高温領域の
それぞれに設定される重み係数を当初設定されていた値よりも小さくなるように再設定し
、再設定後の重み係数を使用して、前記複数の温度領域毎の評価値を取得する
　制御方法。
【請求項８】
　蓄電部の使用に関する複数の温度領域毎の評価値を取得する評価値取得部と、
　複数の前記評価値を合計した合計評価値が、所定の閾値を超えた場合に、電極にかかる
負荷が小さくなるように前記蓄電部の使用条件を変更する制御部と
　を有し、
　前記評価値取得部は、前記複数の温度領域毎の評価値を、前記温度領域毎における積算
時間に対して前記温度領域毎に設定される重み係数を乗じることにより取得し、
　低温領域および高温領域における前記重み係数が、他の温度領域の重み係数よりも大き
くなるように設定され、
　前記評価値取得部は、前記合計評価値が前記所定の閾値を超えた場合に、前記低温領域
および前記高温領域のそれぞれに設定される重み係数を当初設定されていた値よりも小さ
くなるように再設定し、再設定後の重み係数を使用して、前記複数の温度領域毎の評価値
を取得する
　制御装置。
【請求項９】
　複数の蓄電装置と前記複数の蓄電装置に対して接続される制御装置とを有し、
　前記蓄電装置は、
　蓄電部と、
　前記蓄電部の使用に関する複数の温度領域毎の評価値を取得する評価値取得部と
　を有し、
　前記制御装置は、
　前記蓄電装置と通信を行う通信部と、
　前記複数の蓄電装置のうち、１の前記蓄電装置または前記複数の蓄電装置のうち温度分
布に応じて選択された複数の蓄電装置から、当該蓄電装置における複数の前記評価値を合
計した合計評価値を、前記通信部を介して取得する取得部と、
　前記合計評価値が所定の閾値を超えた場合に、電極にかかる負荷が小さくなるように前
記蓄電装置が有する蓄電部の使用条件を変更する制御部と
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　を有し、
　前記蓄電装置の評価値取得部は、前記複数の温度領域毎の評価値を、前記温度領域毎に
おける積算時間に対して前記温度領域毎に設定される重み係数を乗じることにより取得し
、
　低温領域および高温領域における前記重み係数が、他の温度領域の重み係数よりも大き
くなるように設定され、
　前記蓄電装置の評価値取得部は、前記合計評価値が前記所定の閾値を超えた場合に、前
記低温領域および前記高温領域のそれぞれに設定される重み係数を当初設定されていた値
よりも小さくなるように再設定し、再設定後の重み係数を使用して、前記複数の温度領域
毎の評価値を取得する
　蓄電システム。
【請求項１０】
　請求項１から６までの何れかに記載の蓄電装置を有する電動車両。
【請求項１１】
　請求項１から６までの何れかに記載の蓄電装置を有する電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、蓄電装置、制御方法、制御装置、蓄電システム、電動車両および電子機器に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、リチウムイオン二次電池等の二次電池の用途が、太陽電池、風力発電等の新
エネルギーシステムと組み合わせた電力貯蔵用蓄電装置、自動車用蓄電池等に急速に拡大
している。大出力を発生するために、１または複数の蓄電装置を接続した電池システムが
使用される。蓄電装置は、例えば、１または複数の電池ブロックが外装ケースに収納され
ることで形成される。電池ブロックは、蓄電素子の一例である単位電池（単電池やセルと
も称される。以下の説明では、単に電池セルと適宜称する）が複数個接続されることで形
成される。
【０００３】
　このような二次電池を管理する手法として、下記特許文献１には、高温下において大電
流で充放電した時間を計測することにより、二次電池を使用したバッテリーパックを管理
する技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１３－５１６９４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載されている二次電池の管理方法では、不十分であるという問題があっ
た。
【０００６】
　したがって、本技術の目的の一つは、二次電池を一または複数使用する装置に対して、
適切な管理を行うことが可能な蓄電装置、制御方法、制御装置、蓄電システム、電動車両
および電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決するために、本技術は、例えば、蓄電部と、蓄電部の使用に関する
複数の温度領域毎の評価値を取得する評価値取得部とを有し、評価値取得部は、複数の温
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度領域毎の評価値を、温度領域毎における積算時間に対して温度領域毎に設定される重み
係数を乗じることにより取得し、低温領域および高温領域における重み係数が、他の温度
領域の重み係数よりも大きくなるように設定されており、複数の評価値を合計した合計評
価値が、所定の閾値を超えた場合に、電極にかかる負荷が小さくなるように蓄電部の使用
条件が変更されるように構成され、評価値取得部は、合計評価値が所定の閾値を超えた場
合に、低温領域および高温領域のそれぞれに設定される重み係数を当初設定されていた値
よりも小さくなるように再設定し、再設定後の重み係数を使用して、複数の温度領域毎の
評価値を取得する蓄電装置である。
　また、本技術は、係る蓄電装置を有する電動車両でも良い。
　また、本技術は、係る蓄電装置を有する電子機器でも良い。
【０００８】
　本技術の他の態様は、例えば、蓄電部の使用に関する複数の温度領域毎の評価値を取得
し、複数の温度領域毎の評価値を、温度領域毎における積算時間に対して温度領域毎に設
定される重み係数を乗じることにより取得し、低温領域および高温領域における重み係数
が、他の温度領域の重み係数よりも大きくなるように設定されており、複数の評価値を合
計した合計評価値が、所定の閾値を超えた場合に、電極にかかる負荷が小さくなるように
蓄電部の使用条件を変更し、合計評価値が所定の閾値を超えた場合に、低温領域および高
温領域のそれぞれに設定される重み係数を当初設定されていた値よりも小さくなるように
再設定し、再設定後の重み係数を使用して、複数の温度領域毎の評価値を取得する制御方
法である。
【０００９】
　本技術の他の態様は、例えば、蓄電部の使用に関する複数の温度領域毎の評価値を取得
する評価値取得部と、複数の評価値を合計した合計評価値が、所定の閾値を超えた場合に
、電極にかかる負荷が小さくなるように蓄電部の使用条件を変更する制御部とを有し、評
価値取得部は、複数の温度領域毎の評価値を、温度領域毎における積算時間に対して温度
領域毎に設定される重み係数を乗じることにより取得し、低温領域および高温領域におけ
る重み係数が、他の温度領域の重み係数よりも大きくなるように設定され、評価値取得部
は、合計評価値が所定の閾値を超えた場合に、低温領域および高温領域のそれぞれに設定
される重み係数を当初設定されていた値よりも小さくなるように再設定し、再設定後の重
み係数を使用して、複数の温度領域毎の評価値を取得する制御装置である。
【００１０】
　本技術の他の態様は、例えば、複数の蓄電装置と複数の蓄電装置に対して接続される制
御装置とを有し、蓄電装置は、蓄電部と、蓄電部の使用に関する複数の温度領域毎の評価
値を取得する評価値取得部とを有し、評価値取得部は、複数の温度領域毎の評価値を、温
度領域毎における積算時間に対して温度領域毎に設定される重み係数を乗じることにより
取得し、低温領域および高温領域における重み係数が、他の温度領域の重み係数よりも大
きくなるように設定され、評価値取得部は、合計評価値が所定の閾値を超えた場合に、低
温領域および高温領域のそれぞれに設定される重み係数を当初設定されていた値よりも小
さくなるように再設定し、再設定後の重み係数を使用して、複数の温度領域毎の評価値を
取得し、制御装置は、蓄電装置と通信を行う通信部と、複数の蓄電装置のうち、１の蓄電
装置または複数の蓄電装置のうち温度分布に応じて選択された複数の蓄電装置から、当該
蓄電装置における複数の評価値を合計した合計評価値を、通信部を介して取得する取得部
と、合計評価値が所定の閾値を超えた場合に、電極にかかる負荷が小さくなるように蓄電
装置が有する蓄電部の使用条件を変更する制御部とを有する蓄電システムである。
【発明の効果】
【００１４】
　少なくとも一つの実施形態によれば、二次電池を使用する装置に対して適切な管理を行
うことができる。なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本明
細書中に記載されたいずれの効果であってもよい。また、例示された効果により本技術の
内容が限定して解釈されるものではない。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】蓄電システムの構成の一例を説明するための図である。
【図２】蓄電システムの構成の他の例を説明するための図である。
【図３】蓄電モジュールの構成の一例を説明するための図である。
【図４】コントローラの構成の一例を説明するための図である。
【図５】温度に応じた、充電電流、放電電流および積算時間係数の一例を示す図である。
【図６】第１の実施形態における処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図７】温度に応じた、充電電流、放電電流および積算時間係数の一例を示す図である。
【図８】蓄電システムの配置例を説明するための図である。
【図９】蓄電システムの他の配置例を説明するための図である。
【図１０】保守システムの一例を説明するための図である。
【図１１】保守装置の構成の一例を説明するための図である。
【図１２】応用例を説明するための図である。
【図１３】他の応用例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本技術の複数の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、説明は以
下の順序で行う。
＜１．第１の実施形態＞
＜２．第２の実施形態＞
＜３．第３の実施形態＞
＜４．応用例＞
＜５．変形例＞
　以下に説明する実施形態等は本技術の好適な具体例であり、本技術の内容がこれらの実
施形態等に限定されるものではない。なお、以下の説明において「Ａより小さい」とはＡ
以下またはＡ未満のいずれで解釈されてもよい。また「Ａより大きい」とは、Ａ以上また
はＡより大きい（Ａを含まない）のいずれで解釈されてもよい。「低い」および「高い」
との用語等についても同様である。
【００１７】
＜１．第１の実施形態＞
「蓄電モジュールの概略」
　大出力を発生するために多数の蓄電素子、例えば電池セルを使用する場合には、一例と
して、複数の蓄電ユニットを接続し、複数の蓄電ユニットに対して共通の制御装置を設け
る構成が採用される。以下の説明では、蓄電ユニットを蓄電モジュールと適宜、称する。
また、１または複数の蓄電モジュールと、これらに対する共通の構成として設けられた制
御装置とを含むシステムを蓄電システムと適宜、称する。蓄電システムは、ストリングと
称される場合もある。
【００１８】
　蓄電装置の一例である蓄電モジュールは、電池ブロックとモジュールコントローラとを
組み合わせた単位である。電池ブロックは、サブモジュールとも称される。電池ブロック
は、例えば、８本の円筒状のリチウムイオン二次電池を並列接続することにより構成され
る。蓄電モジュールは、例えば、外装ケースに収納され、蓄電モジュールの外装ケース内
で、例えば、１６個の電池ブロックが直列に接続される。なお、電池ブロックの個数およ
び接続形態は、適宜、変更できる。
【００１９】
　蓄電モジュールは、外装ケースを備える。外装ケースは、高い熱伝導率および輻射率を
有する材料を用いることが望ましい。高い伝導率および輻射率を有する材料を用いること
により、外装ケースにおける優れた放熱性を得ることができる。優れた放熱性を得ること
で、外装ケース内の温度上昇を抑制できる。さらに、外装ケースの開口部を最小限または
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廃止することができ、高い防塵防滴性を実現できる。外装ケースは、例えば、アルミニウ
ムまたはアルミニウム合金、銅、銅合金等の材料が使用される。
【００２０】
　本技術における実施形態では、二次電池の一例としてリチウムイオン二次電池が使用さ
れる。リチウムイオン二次電池は、例えば、正極活物質と、黒鉛等の炭素材料を負極活物
質として含む二次電池である。正極材料として特に限定はないが、好ましくは、オリビン
構造を有する正極活物質を含有するものである。なお、本技術の実施形態では、二次電池
としてリチウムイオン二次電池を例にして説明するが、リチウムイオン二次電池以外の二
次電池を本技術の実施形態に適用することも可能である。
【００２１】
　リチウムイオン二次電池の特性として、リチウムイオン二次電池を低温下または高温下
で使用すると、その性能が劣化し得ることが知られている。例えば、０℃より小さい温度
下でリチウムイオン二次電池に対する充電が行われると、正極から出たリチウムイオンが
負極に吸収されにくくなり、負極の表面上に金属リチウムが析出し電極抵抗が増大する。
析出した金属リチウムの層がさらに堆積することにより、さらにリチウムイオンの吸収が
妨げられる。電極での反応が妨げられることにより充放電の効率が低下し、リチウムイオ
ン二次電池の性能（容量やサイクル寿命など）が劣化する。このため、低温下における充
電は禁止されるもしくは充電電流が小さくなるように制御される。
【００２２】
　また、リチウムイオン二次電池は、高温下における使用で性能が劣化し得る。例えば、
温度が４５℃以上における使用により、リチウムイオン二次電池の性能が劣化し得る。
【００２３】
　なお、温度は、例えば、蓄電モジュールに備え付けられたサーミスタ等の温度検出素子
により測定できる。気象情報を提供する外部装置から、例えば、ネットワークを介して温
度情報を取得するようにしてもよい。
【００２４】
　以上の点から、二次電池として例えばリチウムイオン二次電池を使用する場合には、高
温における大電流による充放電時間だけでなく、温度に基づく領域のうち、少なくとも低
温領域と高温領域における蓄電モジュールの使用状況を把握することが望まれる。
【００２５】
「蓄電システムの概略」
　蓄電システムの一例について概略的に説明する。図１は、蓄電システムの一例を示す。
参照符号１により示される蓄電システム１では、Ｎ個の蓄電モジュールＭＯＤ１～ＭＯＤ
Ｎが直列に接続される。個々の蓄電モジュールを区別する必要がない場合には、蓄電モジ
ュールＭＯＤと適宜、表記する。蓄電モジュールの接続個数および接続形態は、適宜変更
できる。蓄電モジュールＭＯＤ１～ＭＯＤＮが絶縁部ＩＳを介してインターフェースバス
ＢＳと接続されている。
【００２６】
　各蓄電モジュールＭＯＤには、モジュールコントローラと外部のインターフェースバス
ＢＳとの間を接続するために絶縁インターフェースが設けられている。この絶縁インター
フェースが蓄電モジュールＭＯＤとインターフェースバスＢＳとの間の絶縁を受け持って
いる。さらに、各モジュールコントローラが全体の制御装置（以下、コントローラと適宜
称する。）ＩＣＮＴと接続され、コントローラＩＣＮＴが充電管理、放電管理、劣化抑制
等のための管理を行う。
【００２７】
　蓄電モジュールＭＯＤ内のバス、並びに蓄電モジュールＭＯＤ１～ＭＯＤＮとコントロ
ーラＩＣＮＴとを接続するインターフェースバスＢＳとしては、シリアルインターフェー
スが使用される。シリアルインターフェースとしては、具体的にＳＭバス(System Manage
ment Bus )等が使用される。例えば、Ｉ２Ｃバスを使用することができる。Ｉ２Ｃバスは
、ＳＣＬ（シリアルクロック）と双方向のＳＤＡ（シリアル・データ）の２本の信号線で
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通信を行う同期式のシリアル通信である。
【００２８】
　各蓄電モジュールＭＯＤのモジュールコントローラとコントローラＩＣＮＴとが通信を
行う。例えば、各蓄電モジュールＭＯＤの内部状態の情報をコントローラＩＣＮＴが受け
取り、各蓄電モジュールＭＯＤの充電処理および放電処理が管理される。コントローラＩ
ＣＮＴがＮ個の蓄電モジュールＭＯＤの直列接続の出力を負荷に対して供給する。蓄電モ
ジュールＭＯＤ同士が接続可能とされている。一つの蓄電モジュールＭＯＤの出力電圧を
例えば５１．２Ｖとし、Ｎ＝１～Ｎ＝１６の場合では、（略５０Ｖ～略８００Ｖ）の出力
電圧が発生する。
【００２９】
　図２は、蓄電システムの他の例を示す。参照符号２により示される蓄電システムでは、
Ｎ個の蓄電モジュールＭＯＤ１～ＭＯＤＮが直列に接続される。蓄電モジュールＭＯＤ１
～ＭＯＤＮのそれぞれは、蓄電モジュールＭＯＤの間を絶縁する絶縁インターフェースを
有する。絶縁インターフェースの一例であるホトカプラＩＦＳ１～ＩＦＳＮを通じて各蓄
電モジュールＭＯＤのモジュールコントローラが上位或いは下位の蓄電モジュールＭＯＤ
との間の通信、または外部のコントローラＩＣＮＴとの間の通信を行う。
【００３０】
　最下位の蓄電モジュールＭＯＤ１に対してコントローラＩＣＮＴが接続される。コント
ローラＩＣＮＴは、蓄電システムの全体を制御する。例えば、各蓄電モジュールＭＯＤの
内部状態の情報をコントローラＩＣＮＴが受け取り、各蓄電モジュールＭＯＤに対する充
電電流、並びに放電電流を供給および遮断することによって、各蓄電モジュールＭＯＤの
充電および放電が制御される。コントローラＩＣＮＴからの制御信号は、例えば、下位の
蓄電モジュールＭＯＤを介して上位の蓄電モジュールＭＯＤに伝送される。
【００３１】
「蓄電モジュールの構成」
　図３を参照して、蓄電モジュールＭＯＤの構成の一例について説明する。なお、蓄電モ
ジュールＭＯＤ１の構成を例にして説明するが、他の蓄電モジュールＭＯＤの構成につい
ても同様の構成とされる。
【００３２】
　図３に示すように、蓄電モジュールＭＯＤ１は例えば、正極端子４と、負極端子５と、
蓄電部と、モジュールコントローラＣＴＮ１と、絶縁部ＩＳＣ１と、通信部ＣＯＭ１と、
電流検出部９と、温度検出部１５と、マルチプレクサ（ＭＵＸ）１６と、パルス発生器１
７と、モジュールバランス制御回路ＭＢＣとを有する。
【００３３】
　蓄電部は、例えば、直列に接続された１６個の電池ブロック（電池ブロックＢ１～Ｂ１
６）により構成される。各電池ブロックは、例えば、８本の円筒状のリチウムイオン二次
電池を並列接続することにより構成されるがこれに限定されることはない。電池ブロック
Ｂ１～Ｂ１６は、それぞれモジュールコントローラＣＴＮ１に接続されており、モジュー
ルコントローラＣＴＮ１により充放電が制御される。充放電は、正極端子４および負極端
子５を介してなされる。例えば一つの蓄電モジュールは、５１．２Ｖ程度（１６・３．２
Ｖ）を出力する。
【００３４】
　モジュールコントローラＣＴＮ１は、例えば、ＡＤＣ（Analog to Digital Converter
）６と、制御部７と、マルチプレクサ８とを有する。モジュールコントローラＣＴＮ１は
、直列に接続された１６個の電池ブロックＢ１～Ｂ１６の両端の電圧と、各電池ブロック
の電圧を検出するようになされる。
【００３５】
　電池ブロックＢ１～Ｂ１６の両端の電圧と各電池ブロックの電圧を順次出力するマルチ
プレクサ８が設けられている。マルチプレクサ８は、例えば、制御部７からの制御信号に
応じてチャネルを切り替え、ｎ個のアナログ電圧データの中から一のアナログ電圧データ
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を選択する。マルチプレクサ８によって選択された一のアナログ電圧データがＡＤＣ６に
供給される。
【００３６】
　ＡＤＣ６は、モジュールコントローラＣＴＮ１に入力されるアナログデータをデジタル
データに変換し、デジタルデータを制御部７に対して出力する。例えば、ＡＤＣ６は、マ
ルチプレクサ８から供給されるアナログ電圧データをデジタル電圧データに変換する。例
えばアナログ電圧データが１４～１８ビットのデジタル電圧データに変換される。ＡＤＣ
６により生成されたデジタルデータは、制御部７による制御により絶縁部ＩＳＣ１を介し
て通信部ＣＯＭ１に出力される。例えば、１６のデジタル電圧データが時分割多重されて
、通信部ＣＯＭ１に出力される。
【００３７】
　制御部７は、例えば、ＣＰＵ(Central Processing Unit)により構成される。複数のＣ
ＰＵにより制御部７が構成されてもよい。制御部７は、蓄電部に対する充放電等の管理を
行う。例えば、制御部７は、放電時に過大な電流が流れたことを検出した場合には、放電
過電流状態と判定して、スイッチ（図示を省略している）を開放状態（電流を遮断する状
態）に制御する。一方、充電時に過大な電流が流れたり、過充電であることを検出した場
合には、制御部７は、スイッチ（図示を省略している）を開放状態（電流を遮断する状態
）に制御する。制御部７によりオン／オフが制御されるスイッチは、モジュールコントロ
ーラＣＴＮ１と正極端子４との間の電力ラインもしくはモジュールコントローラＣＴＮ１
と負極端子５との間の電力ラインに接続される。
【００３８】
　制御部７は、蓄電部に対する充電電流および放電電流を設定する。例えば、制御部７は
、温度に基づいて設定される領域における、充電電流および放電電流を適切な値に設定す
る。
【００３９】
　絶縁部ＩＳＣ１は、通信部ＣＯＭ１とモジュールコントローラＣＴＮ１との間を絶縁す
る機能を有する。すなわち、通信部ＣＯＭ１の電源の基準電位と、モジュールコントロー
ラＣＴＮ１の電源の基準電位とが分離され、独立したものとされる。さらに、絶縁した状
態において、絶縁部ＩＳＣ１は、電源電圧をモジュールコントローラＣＴＮ１に対して供
給する機能と、双方向通信の伝送媒体としての機能とを備えている。
【００４０】
　絶縁部ＩＳＣ１を通じてなされる双方向通信方式としては、例えば、ＣＡＮ(Controlle
r Area Network)の規格を使用できる。絶縁部ＩＳＣ１を通じてなされる電力伝送方式と
しては、電磁誘導方式、磁界共鳴方式、電波受信方式等を使用することができる。
【００４１】
　本技術における実施形態では、例えば、非接触ＩＣカード技術を使用する。非接触ＩＣ
カード技術は、リーダー／ライターのアンテナコイルとカードのアンテナコイルを磁束結
合させて、リーダー／ライターとカード間で通信および電力伝送を行う。通信は、１３．
５６ｋＨｚの周波数の搬送波をＡＳＫ（Amplitude Shift Keying）変調する方式を利用し
、２１２もしくは４２４ｋｂｐｓの速度が行われる。絶縁部ＩＳＣ１は、上記非接触ＩＣ
カード方式と同様の仕様にしている。さらに、例えば、絶縁部ＩＳＣ１は、多層プリント
基板の異なる層に形成したアンテナ（コイル）間で通信および電力伝送を行うようになさ
れる。
【００４２】
　通信部ＣＯＭ１は、例えば、通信端子２０と、ＭＣＵ（Micro Controller Unit）２１
と、電源部２２と、メモリ２３とを有する。通信部ＣＯＭ１は、通信端子２０を通じて接
続される外部の装置との通信を行う。例えば、通信端子２０を通じて、他の蓄電モジュー
ルＭＯＤやコントローラＩＣＮＴと、蓄電モジュールＭＯＤ１との通信が行われる。さら
に、通信端子２０を通じて、コントローラＩＣＮＴからの制御信号が蓄電モジュールＭＯ
Ｄ１に入力される。通信部ＣＯＭ１を使用して行われる通信は、有線によるものでもよく
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、無線によるものでもよい。このように、通信部ＣＯＭ１が双方向通信を行う。
【００４３】
　また、通信部ＣＯＭ１に対して、モジュールコントローラＣＴＮ１から供給されるデー
タが絶縁部ＩＳＣ１を介して入力される。モジュールコントローラＣＴＮ１から供給され
るデータは、デジタル化された電池ブロック毎の電圧データや、デジタル化された温度デ
ータ、デジタル化された電流データ、制御部７の制御により取得されるデータ等である。
通信部ＣＯＭ１に対して入力されるデータが、例えば、コントローラＩＣＮＴに対して出
力される。
【００４４】
　ＭＣＵ２１は、例えば、蓄電モジュールＭＯＤ１とコントローラＩＣＮＴとの間でなさ
れる通信を制御する。ＭＣＵ２１が通信の制御だけでなく、他の制御を行うようにしても
よい。電源部２２は、例えば、通信ＣＯＭ１が動作するための電源電圧を供給する。電源
部２２が蓄電部の電力により充電可能な構成としてもよい。
【００４５】
　メモリ２３は、例えば、ＲＯＭ(Read Only Memory)およびＲＡＭ(Random Access Memor
y)を有する。ＲＯＭには、例えば、ＭＣＵ２１や制御部７に実行されるプログラムが格納
される。ＲＡＭは、例えば、ＭＣＵ２１のワークメモリとして使用される。モジュールコ
ントローラＣＴＮ１から供給されるデータや、ＭＣＵ２１の制御により得られるデータ、
コントローラＩＣＮＴから供給されるデータが、ＲＡＭに一時的に記憶される。ＲＡＭに
は、蓄電モジュールＭＯＤ１の使用履歴（ログ）が記憶される。例えば、ある温度におけ
る充電時間やある温度における放電時間、それらを積算した時間がＲＡＭに記憶される。
【００４６】
　電流検出部９は、電池ブロックＢ１～Ｂ１６に流れる電流値を検出する。電流検出部９
は、例えば、電流検出抵抗９ａと、電流検出アンプ９ｂとを有する。電流検出抵抗９ａに
よって、電流検出抵抗９ａの両端の電圧値を示すアナログ電流データが検出される。アナ
ログ電流データは、例えば、充電中および放電中を問わず、常時、検出されている。所定
の周期でもってアナログ電流データが検出されるようにしてもよい。
【００４７】
　検出されたアナログ電流データが電流検出アンプ９ｂに供給される。電流検出アンプ９
ｂは、アナログ電流データを所定の増幅率でもって増幅する。増幅されたアナログ電流デ
ータがモジュールコントローラＣＴＮ１のＡＤＣ６に供給される。ＡＤＣ６によって、ア
ナログ電流データがデジタル電流データに変換される。デジタル電流データが、例えば、
モジュールコントローラＣＮＴ１から通信部ＣＯＭ１に対して出力される。
【００４８】
　温度検出部１５は、サーミスタ等の温度検出素子からなる。温度検出部１５は、１また
は複数の温度検出素子により構成される。本技術の実施形態では、電池ブロック毎に温度
検出素子が設けられ、電池ブロック毎の温度を検出することが可能とされている。
【００４９】
　温度検出部１５によって検出された電池ブロックＢ１～Ｂ１６毎の温度を示すアナログ
温度データＴが、マルチプレクサ１６に供給される。例えば、電池ブロックＢ１の温度を
示すアナログ温度データＴ１がマルチプレクサ１６に供給される。電池ブロックＢ２の温
度を示すアナログ温度データＴ２がマルチプレクサ１６に供給される。同様にして、電池
ブロックＢ３～電池ブロックＢ１６のそれぞれの温度を示すアナログ温度データＴ３～ア
ナログ温度データＴ１６がマルチプレクサ１６に供給される。
【００５０】
　マルチプレクサ１６は、所定の制御信号に応じてチャネルを切り替え、１６個のアナロ
グ温度データＴ１～アナログ温度データＴ１６から一のアナログ温度データＴを選択する
。そして、マルチプレクサ１６によって選択された一のアナログ温度データＴが、モジュ
ールコントローラＣＴＮ１のＡＤＣ６に供給される。ＡＤＣ６によりアナログ温度データ
Ｔがデジタル温度データＴに変換され、変換されたデジタル温度データＴが、例えば、モ
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ジュールコントローラＣＴＮ１から通信部ＣＯＭ１に対して出力される。
【００５１】
　本技術の実施形態における蓄電モジュールＭＯＤは、モジュールバランス制御回路ＭＢ
Ｃを有することにより、電池ブロックＢ１～Ｂ１６の電圧を均一化する制御、いわゆる、
セルバランス制御を行うことが可能とされている。モジュールバランス制御回路ＭＢＣは
、例えば、フライバックトランスＴＲ１と、フライバックトランスＴＲ１の１次側のスイ
ッチＳ１と、フライバックトランスＴＲ１の２次側のスイッチＳ０１とを有する。スイッ
チＳ１およびスイッチＳ０１は、例えば、ＭＯＳＦＥＴ（Metal Oxide Semiconductor Fi
eld Effect Transistor）により構成され、それぞれ寄生ダイオードを含む構成を有する
。
【００５２】
　セルバランス制御は、例えば、制御部７により実行される。セルバランス制御について
概略的に説明する。例えば、複数の電池ブロックＢ１～Ｂ１６の内で一つの電池ブロック
が使用下限の放電電圧まで到達した場合、未だ容量が残っている他の電池ブロックが存在
する。次に充電した場合に、容量が残っていた他の電池ブロックが速く充電上限電圧に到
達してしまい、満充電まで充電できない。かかるアンバランスを避けるために、容量が残
っている電池ブロックをＭＯＳＦＥＴ（Metal Oxide Semiconductor Field Effect Trans
istor）をオンさせることによって、強制的に放電するようになされる。なお、セルバラ
ンス制御の方式は、上述したパッシブ方式に限らず、いわゆるアクティブ方式や他の様々
な方式を適用することができる。
【００５３】
　パルス発生器１７は、制御部７からのコントロール信号に応じてコントロールパルスを
発生する。パルス発生器１７は、例えば、パルス幅変調されたコントロールパルスを出力
する。スイッチＳ１に対するコントロールパルスがパルス発生器１７から供給され、スイ
ッチＳ１のオン／オフが制御される。フライバックトランスＴＲ１の２次側のスイッチＳ
０１に対するコントロールパルスが通信部ＣＯＭ１内のＭＣＵ２１から供給され、スイッ
チＳ０１のオン／オフが制御される。
【００５４】
　以上、蓄電モジュールの構成の一例について説明した。蓄電モジュールは、例示した構
成に限定されることはなく、構成が適宜、追加または削除されてもよい。
【００５５】
「コントローラの構成」
　次に、１または複数の蓄電モジュールに対応して設けられるコントローラ（コントロー
ラＩＣＮＴ）の構成の一例について説明する。図３に示すように、コントローラＩＣＮＴ
は、例えば、複数の蓄電モジュールＭＯＤと通信可能とされるとともに、ネットワークＮ
ＴＷを介して、ネットワークＮＴＷに接続される装置と通信可能とされる。ネットワーク
ＮＴＷは、例えば、インターネットである。ネットワークＮＴＷに接続される装置は、例
えば、蓄電システムに対する保守を行うための保守装置である。
【００５６】
　図４は、コントローラＩＣＮＴの構成の一例を示す。コントローラＩＣＮＴは、例えば
、制御部３０と、第１の通信部３１と、第２の通信部３２と、表示部３３と、記憶部３４
とを有する。なお、第１の通信部３１を通信部３１と、第２の通信部３２を通信部３２と
適宜、略称する。
【００５７】
　制御部３０は、例えば、ＣＰＵにより構成され、コントローラＩＣＮＴの各部を制御す
る。通信部３１は、各蓄電モジュールＭＯＤと通信を行うためのものである。通信部３２
は、ネットワークＮＴＷに接続される装置と所定の通信方式により通信を行うためのもの
である。
【００５８】
　表示部３３は、ドライバと表示パネルとを含む。表示部３３には、例えば、蓄電システ
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ムの動作状況が表示される。蓄電システムの動作状況に関する表示とは、蓄電システムが
正常に動作している旨の表示、蓄電システムに異常が生じた場合の警告や保守を促す旨の
表示、安全のために所定の蓄電システムを強制停止した旨の表示等である。なお、ＬＥＤ
(Light Emitting Diode)の点灯や音声により、もしくはこれらと表示とを組み合わせて、
蓄電システムの動作状況がユーザに報知されてもよい。
【００５９】
　記憶部３４は、例えば、ＲＯＭおよびＲＡＭを有する。ＲＯＭには、制御部３０によっ
て実行されるプログラムが格納される。ＲＡＭは、例えば、制御部３０が処理を実行する
際のワークメモリとして使用される。また、ＲＡＭには、蓄電モジュールＭＯＤから供給
されるデータや、ネットワークＮＴＷを介して供給されるデータが一時的に記憶される。
【００６０】
「蓄電システムの動作」
　次に、蓄電システムの動作の一例について説明する。なお、以下の説明では、本技術の
実施形態に関係する動作について説明するが、蓄電システムは、例示する動作に限らず公
知の動作を行うことが可能である。
【００６１】
　始めに、蓄電モジュールＭＯＤの動作の一例について図５を参照して説明する。図５に
おいて、横軸は、温度（℃）を示し、縦軸は、充電／放電電流または重み係数の一例であ
る積算時間係数を示している。ここでは充電／放電電流の大きさの単位としてＣを用いて
いる。例えば１Ｃは理論容量を１時間で放電（または充電）しきる電流値である。
【００６２】
　図５における実線のグラフＬ１が充電電流の大きさを示す。充電電流の大きさは、例え
ば、コントローラＩＣＮＴによる制御に応じて、モジュールコントローラＣＴＮ１の制御
部７により設定される。例えば、温度が－１０℃より低い場合には、蓄電モジュールＭＯ
Ｄにおける充電が禁止される（充電禁止）。温度が－１０℃から０℃までの範囲で充電す
る場合には、充電電流が例えば、０．２Ｃに設定される（充電電流制限）。温度が０℃か
ら１０℃までの範囲で充電する場合には、充電電流が例えば、０．５Ｃに設定される（充
電電流制限）。温度が１０℃から５０℃までの範囲で充電する場合には、充電電流が例え
ば、１．０Ｃに設定される（通常の充放電）。温度が５０℃より高い場合には、充電が禁
止される（充電禁止）。
【００６３】
　図５における一点鎖線のグラフＬ２が放電電流の大きさを示す。放電電流の大きさは、
例えば、コントローラＩＣＮＴによる制御に応じて、モジュールコントローラＣＴＮ１の
制御部７により設定される。例えば、温度が－２０℃より低い範囲で放電する場合には、
放電電流が例えば、１．０Ｃに設定される。温度が－２０℃から６０℃までの範囲で放電
する場合には、放電電流が例えば、２．０Ｃに設定される。温度が６０℃より高い場合に
は、放電が禁止される。
【００６４】
　制御部７は、蓄電モジュールＭＯＤの蓄電部の使用状況（動作状況）に基づいて評価値
を取得する評価値取得部として機能する。制御部７は、温度に基づいて設定される複数の
領域のうち、少なくとも、高温領域における評価値と低温領域における評価値とを取得す
る。高温領域および低温領域は、当該領域において蓄電モジュールＭＯＤを使用した場合
に蓄電部の性能が劣化し得る領域である。
【００６５】
　本技術の実施形態では、例えば、以下の領域が設定される。
領域１：温度検出部１５により測定される温度が、０℃より低い範囲。
領域２：温度検出部１５により測定される温度が、０℃より高く１０℃より低い範囲。
領域３：温度検出部１５により測定される温度が、１０℃より高く４５℃より低い範囲。
領域４：温度検出部１５により測定される温度が、４５℃より高い範囲。
【００６６】
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　領域１および領域２の少なくとも一方が低温領域の一例に対応し、領域４が高温領域の
一例に対応する。制御部７は、例えば、重み係数の一例である積算時間係数を使用して評
価値を取得する。積算時間係数は、例えば、評価値を取得する対象の領域毎に設定される
。
【００６７】
　図５の点線Ｌ３に示すように、領域１の積算時間係数として１．０が設定され、領域２
の積算時間係数として０．３が設定され、領域３の積算時間係数として０．１が設定され
、領域４の積算時間係数として１．０が設定される。低温下または高温下における使用に
よりリチウムイオン二次電池の性能が劣化し得るため、本技術の実施形態では、低温また
は高温になるにつれ積算時間係数が大きくなるように設定される。
【００６８】
　第１の実施形態では、制御部７は、例えば、領域１、領域２および領域４のそれぞれの
評価値を取得する。
【００６９】
　領域１における評価値は、例えば、以下の式（１）により求められる。
（温度が０℃より低い範囲で蓄電部を充電した時間を積算した積算時間）×積算時間係数
（１．０）・・・（１）
【００７０】
　領域２における評価値は、例えば、以下の式（２）により求められる。
（温度が０℃より高く１０℃より低い範囲で蓄電部を充電した時間を積算した積算時間）
×積算時間係数（０．３）・・・（２）
【００７１】
　領域４における評価値は、例えば、以下の式（３）により求められる。
（温度が４５℃より高い範囲で蓄電モジュールＭＯＤを使用した時間を積算した積算時間
）×積算時間係数（１．０）・・・（３）
【００７２】
　なお、式（３）における蓄電モジュールＭＯＤを使用した時間とは、例えば、蓄電モジ
ュールＭＯＤを充電した時間、蓄電モジュールＭＯＤを放電させた時間および充放電を行
わずに放置した時間を含む。すなわち、温度が４５℃より高い環境下に蓄電モジュールＭ
ＯＤが曝された時間である。後述する式（６）および式（７）についても同様である。各
式における積算時間は、メモリ２３に記憶されている蓄電モジュールＭＯＤ１の使用履歴
を参照することにより得ることができる。
【００７３】
　制御部７は、温度検出部１５から供給される温度情報をもとに温度を取得し、各温度に
おける充電時間等を累積していき、その結果をメモリ２３に記憶する。そして、適宜なタ
イミングでもって上述した式（１）～（３）を使用して各領域における評価値を得、評価
値に基づく値を算出する。
【００７４】
　評価値に基づく値は、個々の評価値でもよく、各評価値に対して所定の演算を行うこと
により得られる値でもよい。この例では、式（１）により得られる評価値と、式（２）に
より得られる評価値と、式（３）により得られる評価値とを合計した値（以下、合計評価
値と適宜、称する）を評価値に基づく値としている。合計評価値は、蓄電モジュールＭＯ
Ｄの劣化度を示す累積時間情報としてメモリ２３に記憶される。新たに合計評価値が取得
される場合には合計評価値が更新され、更新後の合計評価値がメモリ２３に記憶される。
【００７５】
　制御部７は、合計評価値に応じた制御を実行する。例えば、制御部７は、コントローラ
ＩＣＮＴからの要求に応じて、合計評価値を通信部ＣＯＭ１に出力する。通信部ＣＯＭ１
内のＭＣＵ２１による制御により、通信部ＣＯＭ１からコントローラＩＣＮＴに対して合
計評価値が送信される。なお、合計評価値に蓄電モジュールＭＯＤを識別する識別子（Ｉ
Ｄ(Identifier)）が対応づけられてもよい。
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【００７６】
　次に、コントローラＩＣＮＴの動作の一例について説明する。なお、以下の説明では、
本技術の実施形態に関係する動作について説明するが、コントローラＩＣＮＴは、例示す
る動作に限らず公知の動作を行うことが可能である。
【００７７】
　コントローラＩＣＮＴは、蓄電モジュールＭＯＤから送信される合計評価値を示すデー
タを通信部３１により受信する。合計評価値を示すデータが、通信部３１から制御部３０
に対して供給される。制御部３０は、合計評価値を示すデータに対して適宜、復調処理等
を行うことにより合計評価値を取得する。
【００７８】
　制御部３０は、合計評価値を閾値と比較する。閾値として、例えば、３の閾値が設定さ
れている。３の閾値として、例えば、７０００時間，９０００時間，１００００時間が設
定される。
【００７９】
　制御部３０は、合計評価値が７０００時間を超えた場合には、警告表示を行うための信
号（以下、警告信号を適宜、称する）を表示部３３に出力する。警告信号に応じて、表示
部３３には警告表示がなされる。なお、合計評価値が７０００時間を超えていない場合は
、制御部３０は、蓄電システムが正常である（劣化の進行が基準に達していない）と判断
する。
【００８０】
　制御部３０は、合計評価値が９０００時間を超えた場合には、蓄電システムの動作の停
止を予告するための信号（以下、停止予告信号を適宜、称する）を表示部３３に出力する
。停止予告信号に応じて、表示部３３には、近い将来、蓄電システムの動作が停止する旨
を示す情報が表示される。
【００８１】
　制御部３０は、合計評価値が９０００時間を超えた場合には、さらに、所定の信号を出
力する。所定の信号は、例えば、蓄電システムの保守が必要なことを示す信号（適宜、保
守点検呼出信号と称する）である。制御部３０から出力される保守点検呼出信号が通信部
３２を介してネットワークＮＴＷに送出される。そして、保守点検呼出信号がネットワー
クＮＴＷに接続される保守装置に対して送信される。
【００８２】
　なお、所定の信号に、蓄電モジュールＭＯＤを識別するＩＤが付加されてもよい。これ
により、蓄電システムの保守を行う際に当該ＩＤにより示される蓄電モジュールＭＯＤを
重点的に点検することができる。なお、保守システムの例については、後述の応用例にお
いて詳細に説明する。
【００８３】
　制御部３０は、合計評価値が１００００時間を超えた場合には、蓄電システムの動作を
停止するための信号（以下、停止信号を適宜、称する）を出力する。停止信号に応じて蓄
電システムの動作が停止し、蓄電システムによる充放電が禁止される。コントローラＩＣ
ＮＴの表示部３３に、蓄電システムの動作が強制的に停止されたことを示す情報が表示さ
れてもよい。
【００８４】
「処理の流れ」
　図６は、第１の実施形態における処理の流れの一例を示すフローチャートである。例え
ば、コントローラＩＣＮＴに設けられたスイッチがオンされることにより、蓄電モジュー
ルＭＯＤが起動する。
【００８５】
　蓄電モジュールＭＯＤにおけるモジュールコントローラＣＴＮ１により、蓄電モジュー
ルＭＯＤの電圧（モジュール電圧）ＶＭが取得される。そして、モジュール電圧ＶＭが一
定の範囲（Ｖｍｉｎ～Ｖｍａｘ）にあるか否かが判断される（ステップＳＴ１０１）。具
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体的には、複数の電池ブロックの電圧のうち最も小さい電圧がＶｍｉｎより大きいか否か
が判断され、複数の電池ブロックの電圧のうち最も大きい電圧がＶｍａｘより小さいか否
かが判断される。
【００８６】
　モジュール電圧ＶＭが一定の範囲（Ｖｍｉｎ～Ｖｍａｘ）にない場合は、安全動作処理
が行われる（ステップＳＴ１０２）。モジュール電圧ＶＭが一定の範囲（Ｖｍｉｎ～Ｖｍ
ａｘ）にない場合は、蓄電部が過充電または過放電の状態にある。そこで、安全動作処理
では、過充電である場合には蓄電部を強制的に放電する処理が行われ、過放電である場合
には予備充電回路（図示を省略している）による予備充電が行われる。安全動作処理を行
うことにより、モジュール電圧ＶＭが一定の範囲（Ｖｍｉｎ～Ｖｍａｘ）に収まる。
【００８７】
　モジュール電圧ＶＭが一定の範囲（Ｖｍｉｎ～Ｖｍａｘ）にある場合は、蓄電モジュー
ルＭＯＤ内の各回路が起動し、必要に応じて初期化（イニシャライズ）処理が実行される
（ステップＳＴ１０３）。
【００８８】
　回路起動後、モジュールコントローラＣＴＮ１が電池ブロックの電圧を取得する。また
、モジュールコントローラＣＴＮ１が温度検出部１５から温度情報を取得する（ステップ
ＳＴ１０４）。そして、温度情報により示される温度に応じて、充電電流を設定する。
【００８９】
　温度Ｔが－１０℃より低い場合には、充電を禁止する制御がなされる。この温度範囲で
の使用履歴（ログ）がメモリ２３に記憶される（ステップＳＴ１０５，ステップＳＴ１０
６，ステップＳＴ１０７）。温度Ｔが－１０℃より高く０℃より低い場合には、充電電流
を０．１Ｃに設定する制御がなされる。この温度範囲での使用履歴がメモリ２３に記憶さ
れる（ステップＳＴ１０８，ステップＳＴ１０９，ステップＳＴ１１０）。温度Ｔが０℃
より高く１０℃より低い場合には、充電電流を０．５Ｃに設定する制御がなされる。この
温度範囲での使用履歴がメモリ２３に記憶される（ステップＳＴ１１１，ステップＳＴ１
１２，ステップＳＴ１１３）。
【００９０】
　温度Ｔが１０℃より高く５０℃より低い場合には、通常の充電がなされる。例えば、充
電電流を１．０Ｃに設定する制御がなされる。なお、急速充電等に対応して、充電電流を
変更する制御がなされてもよい。この温度範囲での使用履歴がメモリ２３に記憶される（
ステップＳＴ１１４，ステップＳＴ１１５，ステップＳＴ１１６）。温度Ｔが５０℃より
高い場合には、充電を禁止する制御がなされる。この温度範囲での使用履歴がメモリ２３
に記憶される（ステップＳＴ１１７，ステップＳＴ１１８，ステップＳＴ１１９）。
【００９１】
　メモリ２３に記憶された蓄電モジュールＭＯＤ１の使用履歴を参照して、評価値および
評価値に基づく値を算出する処理が制御部７により実行される（ステップＳＴ１２０）。
評価値は、例えば、上述した式（１）～式（３）に基づいて算出される。なお、ステップ
ＳＴ１２０の処理が行われるタイミングは、適宜、設定することができる。
【００９２】
　例えば、コントローラＩＣＮＴからの要求に応じて、制御部７から通信部ＣＯＭ１に対
して合計評価値が出力される。そして、合計評価値が、通信部ＣＯＭ１を介してコントロ
ーラＩＣＮＴに出力される（ステップＳＴ１２１）。
【００９３】
　蓄電モジュールＭＯＤから送信された合計評価値がコントローラＩＣＮＴにより受信さ
れる。そして、合計評価値がコントローラＩＣＮＴの制御部３０により取得される。上述
したように、制御部３０は合計評価値を閾値と比較し、比較結果に応じた処理を実行する
（ステップＳＴ１２２）。
【００９４】
　なお、図６では、充電電流の設定のみを図示しているが、温度に応じて放電電流が適切
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に設定される。例えば、温度が－２０℃より低い範囲で放電する場合には、放電電流が例
えば、１．０Ｃに設定される。温度が－２０℃から６０℃までの範囲で放電する場合には
、放電電流が例えば、２．０Ｃに設定される。温度が６０℃より高い場合には、放電が禁
止される。各温度における放電時間等の使用履歴がメモリ２３に記憶される。
【００９５】
　以上説明したように、本技術の第１の実施形態によれば、蓄電モジュールＭＯＤの蓄電
部の性能の劣化を正確に把握することができる。蓄電部の性能が劣化した場合には、ユー
ザに対して警告等を報知することができる。また、必要に応じて蓄電システムの動作を停
止することで蓄電システムを安全に使用することができる。
【００９６】
「第１の実施形態の変形例」
　上述した第１の実施形態は、例えば、以下の変形が可能である。温度検出部１５が複数
の温度検出素子により構成される場合には、例えば、複数の温度検出素子により検出され
る温度の平均値や中間値が使用される。複数の温度検出素子により検出される温度のうち
、最低の温度に基づいて領域１または領域２であるかが判定されてもよい。また、複数の
温度検出素子により検出される温度のうち、最高の温度に基づいて領域３または領域４で
あるかが判定されてもよい。
【００９７】
　上述した第１の実施形態では、コントローラＩＣＮＴが合計評価値に基づく処理を実行
したが、蓄電モジュールＭＯＤの制御部７が合計評価値に基づく処理を実行するようにし
てもよい。例えば、制御部７が合計評価値と閾値とを比較し、比較結果に応じた信号をコ
ントローラＩＣＮＴに出力するようにしてもよい。
【００９８】
　上述した第１の実施形態では、領域３以外の領域の評価値を得るようにしたが、領域３
の積算時間係数を０として、全ての領域の評価値を取得するようにしてもよい。領域３に
おける蓄電モジュールＭＯＤの使用は、蓄電モジュールＭＯＤの劣化を大幅に進行させな
いため、積算時間係数を０または小さく（例えば、０．１程度）することにより合計評価
値が大きくならないようにされる。
【００９９】
　－２０℃より小さい範囲で充電が可能な構成としてもよい。この場合には、充電電流が
さらに小さく設定され、積算時間係数が１．０より大きく設定される。
【０１００】
　上述した第１の実施形態において、上述した制御部７により実行される機能の全てまた
は一部がＭＣＵ２１により実行されるようにしてもよい。さらに、上述した処理を実行す
る専用のマイクロコンピュータが設けられてもよい。
【０１０１】
＜２．第２の実施形態＞
　次に、第２の実施形態について説明する。第２の実施形態における蓄電モジュールＭＯ
ＤおよびコントローラＩＣＮＴの構成は、例えば、第１の実施形態で説明した構成と同様
である。また、特に断らない限り第１の実施形態で説明した事項は、第２の実施形態に適
用することができる。
【０１０２】
　第２の実施形態では、合計評価値が閾値を超えた場合に蓄電部の使用条件を変更する。
また、温度に基づく領域における積算時間係数を変更して、各領域における評価値を取得
する。
【０１０３】
　例えば、コントローラＩＣＮＴの制御部３０により合計評価値が７０００時間を超えた
と判断された場合には、警告表示がなされる。コントローラＩＣＮＴの制御部３０により
合計評価値が１００００時間を超えたと判断された場合には、蓄電システムの動作が強制
的に停止される。ここで、蓄電システムの動作が停止すると、特に商用電源がない場所で
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は電力を使用することができないことによる不都合が生じるおそれがある。例えば、医療
機関などでは電力の供給が停止することにより患者の生命に危険が及ぶ可能性がある。ま
た、商用電源がある場所でも蓄電システムの蓄電電力を使用できない等、ユーザの使い勝
手が悪くなるおそれがある。そこで、合計評価値がある閾値を超えた場合に、蓄電部の使
用条件を変更し、蓄電モジュールＭＯＤの劣化の進行を抑制して蓄電システムが停止する
条件に到達するまでの時間を遅らせる。
【０１０４】
　第２の実施形態では、例えば合計評価値が７０００時間を超えた場合に、例えば、充電
電流および放電電流を制限することにより蓄電部の使用条件を変更する。例えば、充電電
流および放電電流を略半分に制限する制御がなされる。充電電流および放電電流を制限す
ることにより電極にかかる負荷を小さくすることができる。
【０１０５】
　さらに、温度に基づく領域における積算時間係数が再設定されて評価値が取得される。
温度に基づく領域が再設定されてもよい。なお、合計評価値が７０００時間を超えるまで
になされる処理は、上述した第１の実施形態における処理を適用することができる。
【０１０６】
　図７は、合計評価値が７０００時間を超えた場合に再設定される充電電流、放電電流お
よび積算時間係数の一例を示す。図７における実線のグラフＬ１０が充電電流の大きさを
示す。充電電流の大きさは、例えば、コントローラＩＣＮＴによる制御に応じて、モジュ
ールコントローラＣＴＮ１の制御部７により制限される。例えば、温度が－１０℃より低
い範囲における蓄電モジュールＭＯＤの充電は禁止される。温度が－１０℃から０℃まで
の範囲における充電電流が例えば、０．２Ｃから０．１Ｃに変更される。温度が０℃から
１０℃までの範囲における充電電流が例えば、０．５Ｃから０．２５Ｃに変更される。温
度が１０℃から５０℃までの範囲における充電電流が例えば、１．０Ｃから０．５Ｃに変
更される。
【０１０７】
　図７における一点鎖線のグラフＬ２０が放電電流の大きさを示す。放電電流の大きさは
、例えば、コントローラＩＣＮＴによる制御に応じて、モジュールコントローラＣＴＮ１
の制御部７により制限される。例えば、温度が－２０℃より低い範囲における放電電流が
１．０Ｃから０．５Ｃに変更される。温度が－２０℃から６０℃までの範囲に放電電流が
２．０Ｃから１．０Ｃに変更される。温度が６０℃より高い範囲における蓄電モジュール
ＭＯＤの放電は禁止される。
【０１０８】
　温度に基づく領域として、例えば、以下の領域が設定される。
領域１：温度検出部１５により測定される温度が、０℃より低い範囲。
領域２：温度検出部１５により測定される温度が、０℃より高く１０℃より低い範囲。
領域３：温度検出部１５により測定される温度が、１０℃より高く４５℃より低い範囲。
領域４：温度検出部１５により測定される温度が、４５℃より高い範囲。
【０１０９】
　各領域における積算時間係数が再設定される。図７の点線Ｌ３０に示すように、領域１
の積算時間係数として０．５が設定され、領域２の積算時間係数として０．１５が設定さ
れ、領域３の積算時間係数として０．０５が設定され、領域４の積算時間係数として０．
５が設定される。
【０１１０】
　制御部７は、複数の領域のうち、少なくとも、低温領域における評価値と高温領域にお
ける評価値とを取得する。この例では、制御部７は、領域３を含む全ての領域における評
価値を取得する。
【０１１１】
　領域１における評価値は、例えば、以下の式（４）により求められる。
（温度が０℃より低い範囲で蓄電部を充電した時間を積算した積算時間）×積算時間係数
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（０．５）・・・（４）
【０１１２】
　領域２における評価値は、例えば、以下の式（５）により求められる。
（温度が０℃より高く１０℃より低い範囲で蓄電部を充電した時間を積算した積算時間）
×積算時間係数（０．１５）・・・（５）
【０１１３】
　領域３における評価値は、例えば、以下の式（６）により求められる。
（温度が１０℃より高く４５℃より低い範囲で蓄電モジュールＭＯＤを使用した時間を積
算した積算時間）×積算時間係数（０．０５）・・・（６）
【０１１４】
　領域４における評価値は、例えば、以下の式（７）により求められる。
（温度が４５℃より高い範囲で蓄電モジュールＭＯＤを使用した時間を積算した積算時間
）×積算時間係数（０．５）・・・（７）
【０１１５】
　制御部７は、温度検出部１５から供給される温度情報をもとに温度を取得し、各温度に
おける充電時間等の使用履歴をメモリ２３に記憶する。そして、制御部７はメモリ２３に
記憶された使用履歴を参照しつつ、適宜なタイミングでもって上述した式（４）～（７）
を使用して各領域における評価値を得、評価値に基づく値を算出する。
【０１１６】
　評価値に基づく値は、例えば、式（４）により得られる評価値と、式（５）により得ら
れる評価値と、式（６）により得られる評価値と、式（７）により得られる評価値とを合
計した値に７０００時間を加算した値である。この値（合計評価値）が蓄電モジュールＭ
ＯＤの劣化度を示す累積時間情報としてメモリ２３に記憶される。新たに合計評価値が取
得される場合には合計評価値が更新され、更新後の合計評価値がメモリ２３に記憶される
。
【０１１７】
　制御部７は、合計評価値に応じた制御を実行する。例えば、制御部７は、コントローラ
ＩＣＮＴからの要求に応じて、合計評価値を通信部ＣＯＭ１に出力する。通信部ＣＯＭ１
内のＭＣＵ２１による制御により、合計評価値が通信端子２０を介してコントローラＩＣ
ＮＴに送信される。なお、合計評価値は、蓄電モジュールＭＯＤを識別するＩＤに対応づ
けられて出力されてもよい。
【０１１８】
　コントローラＩＣＮＴは、蓄電モジュールＭＯＤから送信される合計評価値を示すデー
タを通信部３１により受信する。合計評価値を示すデータが、通信部３１から制御部３０
に対して供給される。制御部３０は、合計評価値を示すデータに対して適宜、復調処理等
を行うことにより合計評価値を取得する。
【０１１９】
　制御部３０は、合計評価値を閾値と比較する。制御部３０は、合計評価値が９０００時
間を超えた場合には、停止予告信号を出力する。制御部３０が保守点検呼出信号を出力す
るようにしてもよい。制御部３０は、合計評価値が１００００時間を超えた場合には、停
止信号を出力する。停止信号に応じて蓄電システムの動作が停止し、蓄電システムによる
充放電が禁止される。これらの処理については、第１の実施形態において説明した処理を
適用することができる。
【０１２０】
　以上、説明したように、第２の実施形態では、合計評価値が閾値（例えば、７０００時
間）を超えた場合に、警告表示を行うとともに、蓄電モジュールＭＯＤの充放電の設定を
劣化がより少ない方法に変更する。充放電の設定が、蓄電部の劣化の進行がより小さくな
る方法に変更されるため、積算時間係数が小さくなるように再設定される。このため、合
計評価値が、蓄電システムが停止するまでの閾値（例えば、１００００時間）に到達する
までの時間を遅らせることができる。合計評価値が、蓄電システムが停止するまでの閾値
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（例えば、１００００時間）に到達するまでに蓄電システムの保守点検を行うことにより
、蓄電システムが停止すること防止できる。これにより蓄電システムが停止することによ
り生じる不都合を回避できる。
【０１２１】
「第２の実施形態の変形例」
　上述した第２の実施形態では、蓄電部の使用条件として充電電流および放電電流を制限
するようにしたが、満充電電圧を変更するようにしてもよい。満充電電圧の設定は、例え
ば、コントローラＩＣＮＴによる制御に応じて、モジュールコントローラＣＴＮ１の制御
部７によりなされる。
【０１２２】
　例えば、合計評価値が７０００時間を超えるまでは、満充電電圧は、以下のように設定
される。
・温度が－１０℃から０℃までの範囲では、満充電電圧が４．１０Ｖに設定される。
・温度が０℃から１０℃までの範囲では、満充電電圧が４．１５Ｖに設定される。
・温度が１０℃から４５℃までの範囲では、満充電電圧が４．２０Ｖに設定される。
【０１２３】
　例えば、合計評価値が７０００時間を超えた場合には、満充電電圧は、以下のように設
定される。
・温度が－１０℃から０℃までの範囲では、満充電電圧が４．００Ｖに設定される。
・温度が０℃から１０℃までの範囲では、満充電電圧が４．０５Ｖに設定される。
・温度が１０℃から４５℃までの範囲では、満充電電圧が４．２０Ｖに設定される。
　充電電流および放電電流を制限するのに加えて、満充電電圧を下げる制御がなされても
よい。
【０１２４】
＜３．第３の実施形態＞
　次に、第３の実施形態について説明する。第３の実施形態における蓄電モジュールＭＯ
ＤおよびコントローラＩＣＮＴの構成は、例えば、第１の実施形態で説明した構成と同様
である。また、特に断らない限り第１および第２の実施形態で説明した事項は、第３の実
施形態に適用することができる。
【０１２５】
　上述した第１の実施形態および第２の実施形態では、コントローラが個々の蓄電モジュ
ールから合計評価値を取得できる構成とした。第３の実施形態では、コントローラが、複
数の蓄電モジュールのうち特定の蓄電モジュール（以下、適宜、基準蓄電モジュールと称
する）のみから評価値に基づく値（例えば、合計評価値）を取得する。コントローラによ
り取得された合計評価値に基づいて蓄電システムの劣化度が判定される。
【０１２６】
　例えば、コントローラＩＣＮＴは、１６の蓄電モジュールＭＯＤのうち、１の基準蓄電
モジュールＭＯＤにおける合計評価値を取得する。コントローラＩＣＮＴは、取得した評
価値が閾値（例えば、７０００時間、９０００時間および１００００時間）を超えたか否
かが判断する。判断の結果に応じて、警告等の表示がなされる。合計評価値が所定の閾値
を超えた場合には、例えば、蓄電システムを構成する全ての蓄電モジュールＭＯＤに対す
る保守点検等が行われる。なお、合計評価値と閾値とを比較する処理や、比較結果に基づ
く処理は、第１の実施形態で説明した処理を適用することができる。
【０１２７】
　コントローラＩＣＮＴが、基準蓄電モジュールのみから合計取得値を取得することによ
り、コントローラＩＣＮＴと蓄電モジュールＭＯＤとの間でなされる通信の負荷を低減で
きる。なお、基準蓄電モジュールは、複数あってもよい。
【０１２８】
　複数の蓄電モジュールのうち、温度分布に応じて基準蓄電モジュールが設定されてもよ
い。図８は、蓄電システムの配置例を示す。図８に示す配置例は、蓄電モジュールを蓄電
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モジュールＭＯＤ１から順次、積み上げるように配置し、最上段にコントローラＩＣＮＴ
を配置したものである。コントローラＩＣＮＴおよび各蓄電モジュールが、正の電力ライ
ン、負の電力ラインおよび通信ラインを介して接続される。コントローラＩＣＮＴおよび
各蓄電モジュールは、所定形状のラック（図示を省略している）により支持される。コン
トローラＩＣＮＴは、例えば、各蓄電モジュールと初期の通信を行うことにより各蓄電モ
ジュールの位置を特定することができるとともに、合計評価値を取得する対象の蓄電モジ
ュールを設定することができる。
【０１２９】
　一般にコントローラＩＣＮＴによる発熱量が大きいため、コントローラＩＣＮＴの直下
に位置する蓄電モジュールＭＯＤ１６の温度が高くなる傾向がある。すなわち、蓄電モジ
ュールＭＯＤ１６の劣化が他の蓄電モジュールＭＯＤより早く進むおそれがある。これに
対して、コントローラＩＣＮＴから離れた最下段に位置する蓄電モジュールＭＯＤ１の温
度が低くなる傾向がある。外気の気温によっては、蓄電モジュールＭＯＤ１の劣化が他の
蓄電モジュールＭＯＤより早く進むおそれがある。そこで、温度分布から劣化が進行しや
すいと考えられる蓄電モジュールＭＯＤ１および蓄電モジュールＭＯＤ１６が、基準蓄電
モジュールとして選択される。
【０１３０】
　コントローラＩＣＮＴは、蓄電モジュールＭＯＤ１および蓄電モジュールＭＯＤ１６の
合計評価値を取得する。コントローラＩＣＮＴは、それぞれの合計評価値を閾値と比較す
る。少なくとも一方の合計評価値が閾値（例えば、７０００時間）を超えた場合には警告
表示を行う。処理の詳細については、第１の実施形態で説明した処理を適用することがで
きる。
【０１３１】
　なお、合計評価値がある閾値を超え保守が必要と判断される場合は、蓄電モジュールＭ
ＯＤ１および蓄電モジュールＭＯＤ１６のいずれかの保守を行うようにしてもよく、両方
の蓄電モジュールの保守を行うようにしてもよい。さらに、蓄電モジュールＭＯＤ２等の
他の蓄電モジュールＭＯＤの保守をあわせて行うようにしてもよい。
【０１３２】
　蓄電モジュールＭＯＤ１および蓄電モジュールＭＯＤ１６の劣化は、蓄電モジュールＭ
ＯＤ２等の劣化に比して大きいと考えられる。このため、蓄電モジュールＭＯＤ１および
蓄電モジュールＭＯＤ１６の少なくとも一方のみの劣化を判断し、その結果に合わせて他
の蓄電モジュールＭＯＤの保守等を行えばよい。コントローラＩＣＮＴと、蓄電モジュー
ルＭＯＤ１および蓄電モジュールＭＯＤ１６の少なくとも一方のみとが通信を行えばよい
ため、通信の負荷を軽減しつつ処理を簡略化できる。
【０１３３】
　なお、コントローラＩＣＮＴは、低温領域（例えば、領域１および領域２）における評
価値を蓄電モジュールＭＯＤ１から取得するようにしてもよい。さらに、高温領域（例え
ば、領域３）における評価値を蓄電モジュールＭＯＤ１６から取得するようにしてもよい
。コントローラＩＣＮＴは、取得した２の評価値から合計評価値を算出し、合計評価値と
閾値とを比較するようにしてもよい。
【０１３４】
　なお、正確な温度を得るために専用の温度検出素子が設けられてもよい。この場合には
、例えば、温度が最も高くなると考えられる蓄電モジュールＭＯＤ１６の表面もしくは内
部の中央付近（例えば、モジュールバランス制御回路ＭＢＣ付近）と、温度が最も低くな
ると考えられる蓄電モジュールＭＯＤ１の側面付近とに温度検出素子を設ければよい。他
の蓄電モジュールＭＯＤに温度検出素子を設ける必要がなく、最小限の温度検出素子によ
り正確な温度を測定できる。温度検出素子は、蓄電システムを支持するラックに取り付け
られるようにしてもよい。
【０１３５】
　図９は、蓄電システムの他の配置例を示す。図９に示す配置例は、最下段にＵＰＳ(Uni
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nterruptible Power Supply)に配置し、ＵＰＳ上に蓄電モジュール（ＭＯＤ１～ＭＯＤ１
４）を順次積み上げ、最上段にコントローラＩＣＮＴを配置したものである。コントロー
ラＩＣＮＴ、ＵＰＳおよび各蓄電モジュールが、正の電力ライン、負の電力ラインおよび
通信ラインを介して接続される。コントローラＩＣＮＴ、各蓄電モジュールおよびＵＰＳ
がラック（図示を省略している）により支持される。ＵＰＳは、例えば、鉛蓄電池等から
なる蓄電部とインバータ装置と（これらの図示を省略している）を有する。
【０１３６】
　図９に示す配置例では、ＵＰＳに最も近接した箇所に位置する蓄電モジュールＭＯＤ１
の温度が高くなる傾向がある。これに対して、発熱体（ＵＰＳおよびコントローラＩＣＮ
Ｔ）から離れた箇所に位置する蓄電モジュールＭＯＤ７の筐体の側面付近の温度が低くな
る傾向がある。そこで、蓄電モジュールＭＯＤ１および蓄電モジュールＭＯＤ７が基準蓄
電モジュールとして選択される。
【０１３７】
　コントローラＩＣＮＴは、蓄電モジュールＭＯＤ１および蓄電モジュールＭＯＤ７の合
計評価値を取得する。コントローラＩＣＮＴは、それぞれの合計評価値を閾値と比較する
。少なくとも一方の合計評価値が閾値（例えば、７０００時間）を超えた場合には警告表
示を行う。処理の詳細については、第１の実施形態で説明した処理を適用することができ
る。
【０１３８】
　なお、保守が必要な場合は、蓄電モジュールＭＯＤ１および蓄電モジュールＭＯＤ７の
いずれかの保守を行うようにしてもよく、両方の蓄電モジュールの保守を行うようにして
もよい。さらに、蓄電モジュールＭＯＤ２等の他の蓄電モジュールＭＯＤの保守をあわせ
て行うようにしてもよい。
【０１３９】
　蓄電モジュールＭＯＤ１および蓄電モジュールＭＯＤ７の劣化は、蓄電モジュールＭＯ
Ｄ２等の劣化に比して大きいと考えられる。このため、蓄電モジュールＭＯＤ１および蓄
電モジュールＭＯＤ７の少なくとも一方のみの劣化を判断し、その結果に合わせて他の蓄
電モジュールＭＯＤの保守等を行えばよい。コントローラＩＣＮＴと、蓄電モジュールＭ
ＯＤ１および蓄電モジュールＭＯＤ７の少なくとも一方のみとが通信を行えばよいため、
通信の負荷を軽減しつつ処理を簡略化できる。
【０１４０】
　なお、コントローラＩＣＮＴは、低温領域（例えば、領域１および領域２）における評
価値を蓄電モジュールＭＯＤ７から取得するようにしてもよい。さらに、高温領域（例え
ば、領域３）における評価値を蓄電モジュールＭＯＤ１から取得するようにしてもよい。
コントローラＩＣＮＴは、取得した２の評価値から合計評価値を算出し、合計評価値と閾
値とを比較するようにしてもよい。
【０１４１】
　なお、正確な温度を得るために専用の温度検出素子が設けられてもよい。この場合には
、例えば、温度が最も高くなると考えられる蓄電モジュールＭＯＤ１の表面もしくは内部
の中央付近（例えば、モジュールバランス制御回路ＭＢＣ付近）と、温度が最も低くなる
と考えられる蓄電モジュールＭＯＤ７の側面付近とに温度検出素子を設ければよい。他の
蓄電モジュールＭＯＤに温度検出素子を設ける必要がなく、最小限の温度検出素子により
正確な温度を測定できる。温度検出素子は、蓄電システムを支持するラックに取り付けら
れるようにしてもよい。
【０１４２】
　複数のリチウムイオン二次電池を適用した蓄電モジュールでは、電池の充放電時におけ
る温度上昇と、外部の環境温度の変化に伴う電池の性能の低下とを考慮する必要がある。
例えば、放電時には蓄電モジュールの周囲よりも蓄電モジュール内部の中央付近の温度上
昇が大きくなる。また、寒冷地では周囲の温度が低いため十分な容量を電池に取り込むこ
とができない状態が継続し電池の性能の低下を招くおそれがある。適切な位置に温度検出
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素子を設けることができるため、正確な温度を取得することができる。
【０１４３】
＜４．応用例＞
　次に、本技術の応用例について説明する。なお、本技術は以下に説明する応用例にも限
定されるものではない。また、第１の実施形態、第２の実施形態および第３の実施形態で
説明した事項は、応用例に適用できる。
【０１４４】
「応用例１」
　応用例１は、本技術を、蓄電システムを保守するための保守システムに応用した例であ
る。図１０は、応用例１における保守システム４０の概要を示す。上述したように、１ま
たは複数の蓄電モジュールＭＯＤがコントローラＩＣＮＴに接続される。コントローラＩ
ＣＮＴは、ネットワークＮＴＷを介して保守装置５０と接続される。保守装置５０は、多
数の蓄電システムの保守管理を行う会社等に設置される。ネットワークＮＴＷとしては、
インターネット等の公衆回線を使用することが可能である。
【０１４５】
　図１１は、保守装置５０の構成の一例を示す。保守装置５０は、例えば、制御部５１と
、通信部５２と、記憶部５３と、表示部５４と、保守データベース（ＤＢ）５５とを有す
る。
【０１４６】
　制御部５１は、例えば、ＣＰＵにより構成され、保守装置５０の各部を制御する。通信
部５２は、蓄電システムにおけるコントローラＩＣＮＴと通信を行う。例えば、コントロ
ーラＩＣＮＴから送信される信号を受信する。なお、通信部５２が、他の保守装置（例え
ば、保守が必要な蓄電システムを地理的に管轄する保守装置）や、蓄電システムの保守を
行う担当者（以下、適宜、保守要員と称する）が有する携帯端末等と通信を行うようにし
てもよい。
【０１４７】
　記憶部５３は、例えば、ＲＯＭとＲＡＭとを有する。ＲＯＭには、制御部５１により実
行されるプログラムが格納される。ＲＡＭは、制御部５１がプログラムを実行する際のワ
ークメモリや、データを一時的に記憶する領域として使用される。
【０１４８】
　表示部５４は、ドライバと表示パネルとを有する。表示部５４には、蓄電システムの保
守に関する情報等の種々の情報が表示される。保守データベース５５は、蓄電システムの
保守に関連する情報が蓄積される大容量の記録装置である。例えば、蓄電システム単位ま
たは蓄電モジュール単位の保守に関する履歴が保守データベース５５に蓄積される。また
、蓄電システムが設置されている場所やユーザの連絡先等が、ユーザ情報に対応付けられ
て保守データベース５５に蓄積される。なお、保守データベース５５は、ネットワークＮ
ＴＷに接続されるサーバ装置（いわゆるクラウドコンピュータ）であってもよい。
【０１４９】
　保守システム４０における各装置の動作の一例について説明する。コントローラＩＣＮ
Ｔは、例えば、蓄電システムから取得した合計評価値がある閾値（例えば、９０００時間
）を超えた場合に保守点検呼出信号を送信する。この際に、コントローラＩＣＮＴの表示
部３３に保守依頼中等のメッセージが表示されてもよい。
【０１５０】
　保守点検呼出信号がネットワークＮＴＷを介して保守装置５０の通信部５２により受信
される。保守点検呼出信号には、例えば、蓄電システムのユーザ情報が含まれる。通信部
５２により受信された保守点検呼出信号が制御部５１に供給される。
【０１５１】
　制御部５１は、保守点検呼出信号に含まれるユーザ情報と、保守データベース５５に蓄
積されている情報とを参照して、保守点検が必要な蓄電システムを特定する。制御部５１
は、蓄電システムの保守に関連する処理を実行する。例えば、制御部５１は、蓄電システ
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ムにおける蓄電モジュールの最適な交換時期を設定する。制御部５１は、保守点検呼出信
号を受信したときまたは設定された交換時期に、保守要員に対する通知信号を、通信部５
２を使用して送信する。なお、ユーザ情報に基づく情報等が表示部５４に表示されるよう
にしてもよい。
【０１５２】
　保守装置５０から送信される通知信号が、例えば、保守要員が有する携帯端末により受
信される。通知を確認した保守要員は、蓄電システムが設置されている場所に行き、例え
ば、以下の作業を行う。
・警報信号、停止予告信号の出力に基づく表示等をリセットし、必要な設定を再設定する
。
・モジュールコントローラＣＴＮ１に対する設定を再設定する。
・蓄電モジュールＭＯＤを交換し、必要なデータを再設定する。なお、交換する蓄電モジ
ュールＭＯＤは、蓄電システムの全ての蓄電モジュールＭＯＤでもよく、劣化が進んだ蓄
電モジュールＭＯＤのみでもよい。
【０１５３】
　応用例１によれば、蓄電システムの保守（メンテナンス）が必要になると自動で保守装
置に通知がなされるため、重要な項目に関する保守をユーザが行う必要がない。このため
、蓄電システムの運転を継続的に行うことができる。また、蓄電システムの使用状況に応
じて最適なタイミングで計画的な保守を行うことができるため、保守に関するコストを低
減できる。蓄電システムの使用に伴う劣化をユーザが気づくことが困難であるものの、応
用例１によれば、蓄電システムの劣化を正確に検出できるとともに蓄電システムに対する
最適な管理を行うことができる。
【０１５４】
　第３の実施形態は、例えば、以下の変更が可能である。蓄電システムに故障が生じた場
合に、その旨の通知がコントローラＩＣＮＴから保守装置に送信されるようにしてもよい
。
【０１５５】
　蓄電システムの所定の箇所に、サービスセンターの連絡先が記載されたラベルが貼付さ
れてもよい。上述した保守とは別個に、ユーザがラベルに記載された連絡先に自主的に連
絡することも可能である。
【０１５６】
　警告表示がなされたときにコントローラＩＣＮＴから保守装置５０に保守点検呼出信号
が送信されるようにしてもよい。コントローラＩＣＮＴは、例えば、合計評価値が７００
０時間を超えた場合に保守点検呼出信号を送信するようにしてもよい。
【０１５７】
「応用例２」
　本技術を住宅用の電力貯蔵装置に応用した例について、図１２を参照して説明する。例
えば住宅１０１用の電力貯蔵装置１００においては、火力発電１０２ａ、原子力発電１０
２ｂ、水力発電１０２ｃ等の集中型電力系統１０２から電力網１０９、情報網１１２、ス
マートメータ１０７、パワーハブ１０８等を介し、電力が蓄電装置１０３に供給される。
これと共に、家庭内発電装置１０４等の独立電源から電力が蓄電装置１０３に供給される
。蓄電装置１０３に供給された電力が蓄電される。蓄電装置１０３を使用して、住宅１０
１で使用する電力が給電される。住宅１０１に限らずビルに関しても同様の電力貯蔵装置
を使用できる。
【０１５８】
　住宅１０１には、家庭内発電装置１０４、電力消費装置１０５、蓄電装置１０３、各装
置を制御する制御装置１１０、スマートメータ１０７、各種情報を取得するセンサ１１１
が設けられている。各装置は、電力網１０９および情報網１１２によって接続されている
。家庭内発電装置１０４として、太陽電池、燃料電池等が利用され、発電した電力が電力
消費装置１０５および／または蓄電装置１０３に供給される。電力消費装置１０５は、冷
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蔵庫１０５ａ、空調装置１０５ｂ、テレビジョン受信機１０５ｃ、風呂１０５ｄ等である
。さらに、電力消費装置１０５には、電動車両１０６が含まれる。電動車両１０６は、電
気自動車１０６ａ、ハイブリッドカー１０６ｂ、電気バイク１０６ｃである。
【０１５９】
　蓄電装置１０３として、上述した蓄電システムを適用することができる。蓄電装置１０
３は屋内または屋外に設置することができる。いずれの場合でも本技術を適用することに
より蓄電装置１０３の状態（劣化度）を正確に把握することができる。スマートメータ１
０７は、商用電力の使用量を測定し、測定された使用量を、電力会社に送信する機能を備
えている。電力網１０９は、直流給電、交流給電、非接触給電の何れか一つまたは複数を
組み合わせても良い。
【０１６０】
　各種のセンサ１１１は、例えば人感センサ、照度センサ、物体検知センサ、消費電力セ
ンサ、振動センサ、接触センサ、温度センサ、赤外線センサ等である。各種センサ１１１
により取得された情報は、制御装置１１０に送信される。センサ１１１からの情報によっ
て、気象の状態、人の状態等が把握されて電力消費装置１０５を自動的に制御してエネル
ギー消費を最小とすることができる。さらに、制御装置１１０は、住宅１０１に関する情
報を、インターネットを介して外部の電力会社等に送信することができる。
【０１６１】
　パワーハブ１０８によって、電力線の分岐、直流交流変換等の処理がなされる。制御装
置１１０と接続される情報網１１２の通信方式としては、ＵＡＲＴ(Universal Asynchron
ous Receiver-Transmitter:非同期シリアル通信用送受信回路）等の通信インターフェー
スを使う方法、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆ
ｉ（登録商標）等の無線通信規格によるセンサネットワークを利用する方法がある。Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ方式は、マルチメディア通信に適用され、一対多接続の通信を行うことが
できる。ＺｉｇＢｅｅは、ＩＥＥＥ(Institute of Electrical and Electronics Enginee
rs) ８０２．１５．４の物理層を使用するものである。ＩＥＥＥ８０２．１５．４は、Ｐ
ＡＮ(Personal Area Network) またはＷ(Wireless)ＰＡＮと呼ばれる短距離無線ネットワ
ーク規格の名称である。
【０１６２】
　制御装置１１０は、外部のサーバ１１３と接続されている。このサーバ１１３は、住宅
１０１、電力会社、サービスプロバイダーの何れかによって管理されていても良い。サー
バ１１３が送受信する情報は、例えば、消費電力情報、生活パターン情報、電力料金、天
気情報、天災情報、電力取引に関する情報である。これらの情報は、家庭内の電力消費装
置（たとえばテレビジョン受信機）から送受信しても良いが、家庭外の装置（たとえば、
携帯電話機等）から送受信しても良い。これらの情報は、表示機能を持つ機器、たとえば
、テレビジョン受信機、携帯電話機、ＰＤＡ(Personal Digital Assistants)等に、表示
されても良い。
【０１６３】
　各部を制御する制御装置１１０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等で構成され、この例では
、蓄電装置１０３に格納されている。制御装置１１０の機能として、コントローラＩＣＮ
Ｔの機能を適用できる。制御装置１１０は、蓄電装置１０３、家庭内発電装置１０４、電
力消費装置１０５、各種センサ１１１、サーバ１１３と情報網１１２により接続され、例
えば、商用電力の使用量と、発電量とを調整する機能を有している。なお、その他にも、
電力市場で電力取引を行う機能等を備えていても良い。
【０１６４】
　以上のように、電力が火力発電１０２ａ、原子力発電１０２ｂ、水力発電１０２ｃ等の
集中型電力系統１０２のみならず、家庭内発電装置１０４（太陽光発電、風力発電）の発
電電力を蓄電装置１０３に蓄えることができる。したがって、家庭内発電装置１０４の発
電電力が変動しても、外部に送出する電力量を一定にしたり、または、必要なだけ放電す
るといった制御を行うことができる。例えば、太陽光発電で得られた電力を蓄電装置１０
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３に蓄えると共に、夜間は料金が安い深夜電力を蓄電装置１０３に蓄え、昼間の料金が高
い時間帯に蓄電装置１０３によって蓄電した電力を放電して利用するといった使い方もで
きる。
【０１６５】
　なお、この例では、制御装置１１０が蓄電装置１０３内に格納される例を説明したが、
スマートメータ１０７内に格納されても良いし、単独で構成されていても良い。さらに、
電力貯蔵装置１００は、集合住宅における複数の家庭を対象として用いられてもよいし、
複数の戸建て住宅を対象として用いられてもよい。
【０１６６】
「応用例３」
　本技術を車両用の電力貯蔵装置に応用した例について、図１３を参照して説明する。図
１３に、本技術が適用されるシリーズハイブリッドシステムを採用するハイブリッド車両
の構成の一例を概略的に示す。シリーズハイブリッドシステムはエンジンで動かす発電機
で発電された電力、あるいはそれを電池に一旦貯めておいた電力を用いて、電力駆動力変
換装置で走行する車である。
【０１６７】
　このハイブリッド車両２００には、エンジン２０１、発電機２０２、電力駆動力変換装
置２０３、駆動輪２０４ａ、駆動輪２０４ｂ、車輪２０５ａ、車輪２０５ｂ、電池２０８
、車両制御装置２０９、各種センサ２１０、充電口２１１が搭載されている。電池２０８
として、上述した蓄電システムを適用することができる。
【０１６８】
　ハイブリッド車両２００は屋外で保管されることが多い。冬期の山間部では、外気温が
－２０℃程度まで低下する場合がある。このような環境下においても、本技術により電池
２０８の状態（劣化度）を正しく判別できる。
【０１６９】
　ハイブリッド車両２００は、電力駆動力変換装置２０３を動力源として走行する。電力
駆動力変換装置２０３の一例は、モータである。電池２０８の電力によって電力駆動力変
換装置２０３が作動し、この電力駆動力変換装置２０３の回転力が駆動輪２０４ａ、２０
４ｂに伝達される。なお、必要な個所に直流－交流（ＤＣ－ＡＣ）あるいは逆変換（ＡＣ
－ＤＣ変換）を用いることによって、電力駆動力変換装置２０３が交流モータでも直流モ
ータでも適用可能である。各種センサ２１０は、車両制御装置２０９を介してエンジン回
転数を制御したり、図示しないスロットルバルブの開度（スロットル開度）を制御したり
する。各種センサ２１０には、速度センサ、加速度センサ、エンジン回転数センサなどが
含まれる。
【０１７０】
　エンジン２０１の回転力は発電機２０２に伝えられ、その回転力によって発電機２０２
により生成された電力を電池２０８に蓄積することが可能である。
【０１７１】
　図示しない制動機構によりハイブリッド車両が減速すると、その減速時の抵抗力が電力
駆動力変換装置２０３に回転力として加わり、この回転力によって電力駆動力変換装置２
０３により生成された回生電力が電池２０８に蓄積される。
【０１７２】
　電池２０８は、ハイブリッド車両の外部の電源に接続されることで、その外部電源から
充電口２１１を入力口として電力供給を受け、受けた電力を蓄積することも可能である
【０１７３】
　図示しないが、２次電池に関する情報に基いて車両制御に関する情報処理を行なう情報
処理装置を備えていても良い。このような情報処理装置としては、例えば、電池の残容量
に関する情報に基づき、電池残容量表示を行う情報処理装置などがある。
【０１７４】
　車両制御装置２０９の機能として、例えば、コントローラＩＣＮＴの機能を適用するこ
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とができる。
【０１７５】
　なお、以上は、エンジンで動かす発電機で発電された電力、或いはそれを電池に一旦貯
めておいた電力を用いて、モータで走行するシリーズハイブリッド車を例として説明した
。しかしながら、エンジンとモータの出力がいずれも駆動源とし、エンジンのみで走行、
モータのみで走行、エンジンとモータ走行という３つの方式を適宜切り替えて使用するパ
ラレルハイブリッド車に対しても本技術は有効に適用可能である。さらに、エンジンを用
いず駆動モータのみによる駆動で走行する所謂、電動車両に対しても本技術は有効に適用
可能である。
【０１７６】
＜５．変形例＞
　以上、本技術の実施形態について具体的に説明したが、本技術は、上述の実施形態に限
定されるものではなく、本技術の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
【０１７７】
　上述した実施形態では、一のストリングにより蓄電システムが構成されたが、複数のス
トリングにより蓄電システムが構成されてもよい。例えば、複数のストリングを並列接続
することにより蓄電システムが構成されてもよい。
【０１７８】
　複数のストリングのうち選択したストリングを使用する場合に、各ストリングの使用履
歴を合わせるようにしてストリングを使用する制御がなされてもよい。例えば、ストリン
グ毎に上述した方法により合計評価値を算出し、合計評価値が小さいストリングを優先的
に使用するようにしてもよい。また、例えば０℃より低い低温条件で複数のストリングを
使用する場合に、一定時間毎に、使用するストリングを切り替え、交互にストリングを使
用してもよい。
【０１７９】
　蓄電システムにおいて使用されるリチウムイオン二次電池の材料に応じて、積算時間係
数等が設定されてもよい。例えば、リチウム（Ｌｉ）を吸蔵および放出することが可能な
正極材料としてコバルト酸リチウム（ＬｉＣｏＯ2）が使用される場合には、高温（例え
ば、４５℃以上）における積算時間を倍に、もしくは、積算時間係数を２倍に設定しても
よい。
【０１８０】
　上述したように、通常の充放電領域（例えば、１０℃～４５℃の範囲）では、充電電流
を変更できる。例えば、充電電流が１Ｃから２Ｃに変更された場合に、積算時間を倍にし
て（時間倍速）評価値を得るようにしてもよい。
【０１８１】
　警告や蓄電システムの保守が必要な旨の信号がユーザの携帯端末に通知されるようにし
てもよい。
【０１８２】
　上述した実施形態のように警告表示等を行うことが好ましいが、警告表示等を行わずに
合計評価値が閾値（例えば、１００００時間）を超えた場合に、蓄電システムの動作が停
止するようにしてもよい。
【０１８３】
　図５や図７における充電電流等は、温度の変化に応じて所定の傾きを持つように変化さ
せてもよい。充電電流等を指数関数的に変化させてもよい。
【０１８４】
　上述した実施形態では、比較的、大規模な蓄電システムについて説明したが、本技術は
それに限定されるものではない。携帯電話、スマートホン、携帯型の音楽プレーヤ、タブ
レット型のコンピュータ、ノート型のコンピュータに使用される電池に対しても本技術を
適用できる。さらに、上述した車両のほかに航空機や船舶、ロケット等の移動体に対して
も本技術を適用することができる。このような移動体は使用環境が大幅に変化することが
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考えられるため、本技術を有効に適用することができる。
【０１８５】
　本技術は、装置に限らず、方法、プログラム、プログラムを記録した記録媒体、システ
ム等により実現することができる。プログラムは、例えば、ネットワークを介して、若し
くは、光ディスクや半導体メモリ等の可搬型のメモリを介してユーザに提供し得る。
【０１８６】
　なお、実施形態および変形例における構成および処理は、技術的な矛盾が生じない範囲
で適宜組み合わせることができる。例示した処理の流れにおけるそれぞれの処理の順序は
、技術的な矛盾が生じない範囲で適宜、変更できる。実施形態等における数値、材料等は
例示であって、本技術は例示された数値等に限定されるものではない。
【０１８７】
　本技術は、例示した処理が複数の装置によって分散されて処理される、いわゆるクラウ
ドシステムに対して適用することもできる。実施形態等において例示した処理が実行され
るシステムであって、例示した処理の少なくとも一部の処理が実行される装置として、本
技術を実現することができる。
【０１８８】
　本技術は、以下の構成もとることができる。
（１）
　蓄電部と、
　前記蓄電部の使用に関する評価値を取得する評価値取得部と、
　を有し、
　前記評価値取得部は、温度に基づいて設定される複数の領域のうち、少なくとも、低温
領域における評価値と高温領域における評価値とを取得するように構成された
　蓄電装置。
（２）
　前記評価値取得部は、前記領域に設定される重み係数を使用して、前記評価値を取得す
るように構成された
　（１）に記載の蓄電装置。
（３）
　前記低温領域における評価値は、前記蓄電部に対する充電時間を積算した時間に所定の
重み係数を乗じることにより得られる値である
　（２）に記載の蓄電装置。
（４）
　前記高温領域における評価値は、前記蓄電部が使用される時間に所定の重み係数を乗じ
ることにより得られる値である
　（２）または（３）に記載の蓄電装置。
（５）
　前記評価値取得部は、前記評価値に基づく値が所定の閾値を超える場合に、少なくとも
前記低温領域および前記高温領域のそれぞれに設定される重み係数を変更して、前記評価
値を取得するように構成された
　（２）乃至（４）のいずれかに記載の蓄電装置。
（６）
　制御部を有し、
　前記制御部は、前記評価値に基づく値が前記所定の閾値を超える場合に、前記蓄電部の
使用条件を変更するように構成された
　（１）乃至（５）のいずれかに記載の蓄電装置。
（７）
　前記制御部は、前記評価値に基づく値と閾値とを比較するように構成された
　（６）に記載の蓄電装置。
（８）
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　前記評価値に基づく値を外部装置に出力する通信部を有する
　（１）乃至（７）のいずれかに記載の蓄電装置。
（９）
　前記評価値に基づく値を記憶する記憶部を有する
　（１）乃至（８）のいずれかに記載の蓄電装置。
（１０）
　前記評価値に基づく値は、前記評価値を合計した値である
　（５）乃至（９）のいずれかに記載の蓄電装置。
（１１）
　評価値取得部が、蓄電部の使用に関する評価値を取得し、前記評価値取得部は、温度に
基づいて設定される複数の領域のうち、少なくとも、低温領域における評価値と高温領域
における評価値とを取得する
　制御方法。
（１２）
　蓄電装置と通信を行う通信部と、
　前記通信部を介して、評価値に基づく値を取得する取得部と、
　を有し、
　前記評価値に基づく値は、温度に基づいて設定される複数の領域のうち、少なくとも低
温領域における評価値と高温領域における評価値とを含む評価値に基づく値である
　制御装置。
（１３）
　制御部を有し、
　前記制御部は、前記評価値に基づく値と閾値とを比較するように構成された
　（１２）に記載の制御装置。
（１４）
　前記制御部は、前記評価値に基づく値が第１の閾値より大きい場合には、警告を表示す
るための信号を出力し、前記評価値に基づく値が、前記第１の閾値より大きい第２の閾値
より大きい場合には、前記蓄電装置を含むシステムを停止させるための信号を出力する
　（１３）に記載の制御装置。
（１５）
　制御部を有し、
　前記制御部は、前記評価値に基づく値が閾値を超える場合に、所定の信号を、ネットワ
ークを介して外部装置に送信するように構成された
　（１２）に記載の制御装置。
（１６）
　複数の蓄電装置と前記複数の蓄電装置に対して接続される制御装置とを有し、
　前記蓄電装置は、
　蓄電部と、
　前記蓄電部の使用に関する評価値を取得する評価値取得部とを有し、
　前記評価値取得部は、温度に基づいて設定される複数の領域のうち、少なくとも、低温
領域における評価値と高温領域における評価値とを取得するように構成されており、
　前記制御装置は、
　前記蓄電装置と通信を行う通信部と、
　前記複数の蓄電装置のうち、１の前記蓄電装置または前記複数の蓄電装置のうち温度分
布に応じて選択された複数の蓄電装置から、低温領域における評価値と高温領域における
評価値とを含む評価値に基づく値を、前記通信部を介して取得する取得部とを有する
　蓄電システム。
（１７）
　第１の装置と第２の装置とを有し、
　前記第１の装置は、
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　蓄電装置と通信を行う第１の通信部と、
　前記第２の装置と通信を行う第２の通信部と、
　前記蓄電装置の使用に関する評価値に基づく値を取得する取得部と、
　前記評価値に基づく値が所定の閾値を超える場合に、前記第２の通信部を使用して前記
第２の装置に対して所定の信号を送信する制御を実行する制御部と
を有し、
　前記評価値に基づく値は、温度に基づいて設定される複数の領域のうち、少なくとも低
温領域における評価値と高温領域における評価値とを含む評価値に基づく値であり
　前記第２の装置は、
　前記第１の装置から送信される前記所定の信号を受信する受信部を有する
　保守システム。
（１８）
　前記第２の装置は、
　前記所定の信号を受信した場合に、前記蓄電装置を含むシステムの保守に関する処理を
実行する制御部を有する
　（１７）に記載の保守システム。
（１９）
　蓄電部と、前記蓄電部の使用に関する評価値を取得する評価値取得部とを有し、前記評
価値取得部は、温度に基づいて設定される複数の領域のうち、少なくとも、低温領域にお
ける評価値と高温領域における評価値とを取得するように構成された蓄電装置を
　有する電動車両。
（２０）
　蓄電部と、前記蓄電部の使用に関する評価値を取得する評価値取得部とを有し、前記評
価値取得部は、温度に基づいて設定される複数の領域のうち、少なくとも、低温領域にお
ける評価値と高温領域における評価値とを取得するように構成された蓄電装置を
　有する電子機器。
【符号の説明】
【０１８９】
　１，２・・・蓄電システム、７・・・制御部、１５・・・温度検出部、２３・・・メモ
リ、３０・・・制御部、３１・・・第１の通信部、３２・・・第２の通信部、４０・・・
保守システム、５０・・・保守装置、ＭＯＤ・・・蓄電モジュール、ＣＴＮ１・・・モジ
ュールコントローラ、ＣＯＭ１・・・通信部、ＩＣＮＴ・・・コントローラ、ＮＴＷ・・
・ネットワーク
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